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築
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宅
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…
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収
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収
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よ
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京
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の
変
更
…
…
…
…（
港
湾
局
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開
発
部
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）…
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示
（
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）

○
東
京
都
に
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挙
権
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有
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る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二〇

○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
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合
算
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数
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…
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に
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選
挙
権
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有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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す
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付
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…
…
…
…
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財
務
局
主
計
部
公
債
課
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○
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引
取
税
に
係
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特
約
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…
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○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
二三

雑

報

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）…
二四

規

則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
一
号

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
号
中
「
（
随
時
閉
鎖
又
は
作
動
で
き
る
も
の
（
防
火
ダ
ン
パ
ー
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）
」
を
「
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

随
時
閉
鎖
又
は
作
動
で
き
る
も
の
（
防
火
ダ
ン
パ
ー
を
除
く
。
）

ロ

常
時
閉
鎖
又
は
作
動
し
た
状
態
に
あ
る
も
の
（
各
階
の
主
要
な
も
の
に
限
る
。
）

第
十
三
条
第
三
項
の
表
一
の
項
中
「
十
月
三
十
一
日
」
を
「
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同

表
二
の
項
中
「
十
一
月
三
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

の
で
三
階
以
上
の
階
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
」
を
「
翌
年
の

一
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
。
た
だ
し
、
床
面
積
の
合
計
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の
で
三
階
以
上
の
階
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま

で
」
を
削
り
、
同
表
四
の
項
中
「
十
一
月
三
十
日
」
を
「
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
表
六

の
項
中
「
九
月
三
十
日
」
を
「
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
中
「
十
一
月
三
十

日
」
を
「
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
表
九
の
項
中
「
十
月
三
十
一
日
」
を
「
翌
年
の
一
月

三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
四
中
「ブ

ラ
イ
ン
ド

」
を
「ブ

ラ
イ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
六
中
「第

三
面
別
紙

」
を
「第

三
面

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
七
中
「第

三
面
別
紙

」
を
「第

三
面

」
に
、
「外

皮
に

」
を
「外

皮
面

積
の
合
計
に
変
更
が
な
く
、
外
皮
に

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
八
中
「外

皮
に

」
を
「外

皮
面
積
の
合
計
に
変
更
が
な
く
、
外
皮
に

」

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
九
中

「

」
を

「

」
に

改
め
、
「窓

の
平
均
熱
貫
流
率

」
の
次
に
「又

は
窓
の
平
均
日
射
熱
取
得
率

」
を
加
え
、
「熱

源
機
器

の
平
均
効
率
に
つ
い
て

」
を
「熱

源
機
器
の
平
均
効
率
の

」
に
、
「評

価
の
対
象
と
な
る
室
の
用
途
ご

と
に
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
変
更
に
該
当
し
、
か
つ
、
こ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
「
変
更
な

し
」
又
は
「
性
能
が
向
上
す
る
変
更
」
で
あ
る
場
合

」
を
「一

次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
算
定
対
象
と

な
る
室
の
用
途
ご
と
に
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
変
更
に
該
当
し
、
か
つ
、
こ
れ
以
外
の
事
項

に
つ
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
低
下
し
な
い
変
更

」
に
、
「電

動
機
出
力
に
つ
い
て

」
を
「電

動

機
出
力
の

」
に
、
「計

算
対
象
床
面
積
に
つ
い
て

」
を
「一

次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
算
定
対
象
と
な

る
床
面
積
の

」
に
、
「「

駐
車
場
」
又
は
「
厨
房
」

」
を
「駐

車
場
又
は
厨
房

」
に
、
「の

み
）

」
を

「に
限
る
。
）

」
に
、
「評

価
の
対
象
と
な
る
室
の
用
途
ご
と
に
、
次
の
変
更
に
該
当
し
、
か
つ
、
こ

れ
以
外
に
つ
い
て
は
「
変
更
な
し
」
又
は
「
性
能
が
向
上
す
る
変
更
」
で
あ
る
場
合

」
を
「一

次
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
量
の
算
定
対
象
と
な
る
室
の
用
途
ご
と
に
、
単
位
床
面
積
当
た
り
の
照
明
設
備
の
消
費
電

力
の
１０％

を
超
え
な
い
増
加
に
該
当
し
、
こ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
低
下

し
な
い
変
更

」
に
、
「評

価
の
対
象
と
な
る
湯
の
使
用
用
途
ご
と
に
、
次
の
変
更
に
該
当
し
、
か
つ
、
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こ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
「
変
更
な
し
」
又
は
「
性
能
が
向
上
す
る
変
更
」
で
あ
る
場
合

」
を
「一

次
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
算
定
対
象
と
な
る
湯
の
使
用
用
途
ご
と
に
、
給
湯
設
備
の
平
均
効
率
１０％

を
超
え

な
い
低
下
に
該
当
し
、
こ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
低
下
し
な
い
変
更

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「パ
ネ
ル
方
位
角
に
つ
い
て

」
を
「パ

ネ
ル
方
位
角
の

」
に
、
「傾

斜
角
に
つ
い
て

」
を
「傾

斜
角

の

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
四

及
び
第
二
十
二
号
様
式
の
十
六
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
の
十
九
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
別
記
第
二

十
二
号
様
式
の
十
四
及
び
第
二
十
二
号
様
式
の
十
六
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
の
十
九
ま
で
に
よ
る
用

紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
廃
棄
物
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
二
号

東
京
都
廃
棄
物
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
廃
棄
物
規
則
（
平
成
五
年
東
京
都
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式

（第２片）
中
「

」
を

に
改
め
、
別
記
第
二
十
五
号
様
式

（第４片）
中

「

」

「

」
を

「

」
に
、
「、

大
腸
菌
群
数

」
を

「、
大
腸
菌
数

」
に
、
「大

腸
菌
群
数
に

」
を
「大

腸
菌
数
に

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
廃
棄
物
規
則
別
記
第
二
十
四
号
様
式
及
び
第
二
十
五
号
様
式

は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
報

告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
廃
棄
物
規
則
別
記
第
二
十
四
号
様

式
及
び
第
二
十
五
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
り
災
者
生
業
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
三
号

東
京
都
り
災
者
生
業
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
り
災
者
生
業
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
一
条
中
「
第
四
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
八
号
」
に
、
「
基
き
」
を
「
基
づ

き
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
四
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
三
()裏
中
「８０万

円

」
を
「８０万

９
千
円

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「８

０
万
円

」
を
「８０万

９
千
円

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
の
三
及
び
第
三
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
五
号

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
九
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
ハ
、
第
三
号
ハ
及
び
第
五
号
ハ
中
「
個
人
番
号
に
係
る
調
書
（
ス
モ
ン
等
・

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
・
人
工
透
析
・
肝
炎
用
）
」
を
「
個
人
番
号
に
係
る
調
書
（
ス
モ
ン

等
・
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
・
人
工
透
析
・
肝
炎
・
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
用
）
」
に
改
め
、

同
項
第
六
号
中
ル
を
ヲ
と
し
、
ハ
か
ら
ヌ
ま
で
を
ニ
か
ら
ル
ま
で
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ハ

個
人
番
号
に
係
る
調
書
（
ス
モ
ン
等
・
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
・
人
工
透
析
・
肝

炎
・
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
用
）

第
五
条
第
一
項
第
七
号
ロ
及
び
第
八
号
ロ
中
「
個
人
番
号
に
係
る
調
書
（
ス
モ
ン
等
・
先
天
性
血
液

凝
固
因
子
欠
乏
症
等
・
人
工
透
析
・
肝
炎
用
）
」
を
「
個
人
番
号
に
係
る
調
書
（
ス
モ
ン
等
・
先
天
性

血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
・
人
工
透
析
・
肝
炎
・
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
用
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
第
二
十
二
条
第
一
項
（
番
号
法
」
を
加
え
、
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」

を
「
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
四
項
中
「
番
号
法
」
の
下
に
「
第
二
十
二
条
第
一
項
（
番
号
法
」
を
加
え
、
「
第
二
十
二

条
第
一
項
」
を
「
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
の
表
二
の
項
中
「
第
六
号
ト
」
を
「
第
六
号
チ
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
第

五
条
第
一
項
第
六
号
ニ
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
六
号
ホ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
個
人
番
号
に

係
る
調
書
（
ス
モ
ン
等
・
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
・
人
工
透
析
・
肝
炎
用
）
」
を
「
個
人
番

号
に
係
る
調
書
（
ス
モ
ン
等
・
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
・
人
工
透
析
・
肝
炎
・
肝
が
ん
・
重

度
肝
硬
変
用
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
低
所
得
Ⅰ
及
び
低
所
得
Ⅱ
の
項
中
「８

０
万
円

」
を
「８

０
万
９
千
円

」
に
改
め
、

同
表
備
考
３
⑵
中
「合

計
所
得
金
額
（

」
の
次
に
「所

得
税
法
第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所

得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
４
１
条
の
３
の
１
１
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
控
除

が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
１
０
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額

が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
０
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
し
、

」
を
加
え
、
「同

条
第
４
項
中
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
額
が
７
０
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、

７
０
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
８
０
万
円
」
と
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
額
）
を
い
い
、
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当
該
額

」
を
「当

該
合
計
所
得
金
額
か
ら
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す

る
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額

」
に
、
「す

る
。
）

」
を
「す

る
。

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
中

「

」
を

「

」
に
、
「個

人
番

号
に
係
る
調
書
（
ス
モ
ン
等
・
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
・
人
工
透
析
・
肝
炎
用
）

」
を
「個

人
番
号
に
係
る
調
書
（
ス
モ
ン
等
・
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
・
人
工
透
析
・
肝
炎
・
肝
が
ん

・
重
度
肝
硬
変
用
）

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
六
中

「

」
を

「

」
に
、
「個

人
番

号
に
係
る
調
書
（
ス
モ
ン
等
・
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
・
人
工
透
析
・
肝
炎
用
）

」
を
「個

人
番
号
に
係
る
調
書
（
ス
モ
ン
等
・
先
天
性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
・
人
工
透
析
・
肝
炎
・
肝
が
ん

・
重
度
肝
硬
変
用
）

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
別
表

第
一
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
申
請
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
申
請
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の

助
成
に
関
す
る
規
則
別
記
第
二
号
様
式
の
二
及
び
第
二
号
様
式
の
六
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す

る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
駐
車
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
六
号

東
京
都
駐
車
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
駐
車
場
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）
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減
免
を
す
る
場
合

減
免
額

一

路
外
駐
車
場
等
に
お
い
て
不
測
の
事
故
が
発
生
し
、
駐
車
中

の
自
動
車
を
緊
急
に
出
車
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
が

生
じ
た
場
合

別
に
知
事
が
定
め
る
。

二

㈠

低
排
出
ガ
ス
車
認
定
実
施
要
領
（
平
成
十
二
年
運
輸
省

告
示
第
百
三
号
）
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
基
準
排
出
ガ

ス
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
低
減
レ
ベ
ル
又
は
平
成
三
十
年
基

準
排
出
ガ
ス
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
低
減
レ
ベ
ル
と
認
定
さ

れ
た
自
動
車
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
を
路
外
駐
車
場
等
に
駐
車
さ
せ
る
場
合

ア

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条

例
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
低
公
害
・
低
燃
費

車
に
関
す
る
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
二

十
環
車
計
第
四
百
十
二
号
環
境
局
長
決
定
。
以
下
「
要

綱
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
燃
費

基
準
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
向
上
以
上
達
成
車

イ

要
綱
に
規
定
す
る
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
以
上

達
成
車

ウ

要
綱
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
以
上
達
成

車
エ

要
綱
に
規
定
す
る
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動

車

条
例
第
十
四
条
の
十
四
第

三
項
（
第
十
四
条
の
十
八

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
指
定
管
理
者
が
定
め
た

利
用
料
金
の
額
の
う
ち
、

最
初
の
六
十
分
間
に
相
当

す
る
額
又
は
同
条
第
四
項

（
第
十
四
条
の
十
八
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指

定
管
理
者
が
定
め
た
定
期

駐
車
券
の
料
金
の
額
の
う

ち
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
に

相
当
す
る
額

㈡

要
綱
に
規
定
す
る
燃
料
電
池
自
動
車
を
路
外
駐
車
場
等

に
駐
車
さ
せ
る
場
合

㈢

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
路
外
駐
車
場
等
に
駐

車
さ
せ
る
場
合

ア

電
気
自
動
車

イ

天
然
ガ
ス
自
動
車

ウ

メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車

エ

混
合
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車

三

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三

号
）
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
を
提
示
す
る
者
、
都
が

発
行
す
る
愛
の
手
帳
若
し
く
は
道
府
県
が
発
行
す
る
療
育
手

帳
を
提
示
す
る
者
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規

条
例
第
十
四
条
の
十
四
第

三
項
（
第
十
四
条
の
十
八

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
指
定
管
理
者
が
定
め
た

定
す
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
提
示
す
る
者
及
び
こ

れ
ら
の
者
の
付
添
者
が
路
外
駐
車
場
等
を
利
用
す
る
場
合

利
用
料
金
の
額
の
う
ち
、

最
初
の
六
十
分
間
に
相
当

す
る
額

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
八
号

平
成
四
年
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
一
号
（
東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条

例
の
規
定
に
よ
る
年
齢
階
層
ご
と
の
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
及
び
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎

額
の
最
低
限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

年

齢

階

層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

五
、
四
九
九
円

一
三
、
九
七
五
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

六
、
一
四
三
円

一
三
、
九
七
五
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

六
、
七
〇
三
円

一
五
、
二
三
七
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

七
、
〇
二
三
円

一
八
、
〇
一
六
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

七
、
三
二
六
円

二
〇
、
八
六
四
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
五
七
六
円

二
二
、
五
六
四
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
七
六
六
円

二
三
、
六
六
六
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

七
、
七
一
一
円

二
五
、
三
五
四
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

七
、
三
四
八
円

二
六
、
一
八
七
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

六
、
一
九
二
円

二
二
、
六
九
四
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

四
、
二
〇
〇
円

一
七
、
四
八
四
円

七
十
歳
以
上

四
、
二
〇
〇
円

一
三
、
九
七
五
円

附

則
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こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
最
低
限
度
額
欄
及
び
最
高
限
度
額
欄

の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）

以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
適
用

日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
に

係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
の
期
間
に
係
る
年

金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事

由
が
生
じ
た
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
九
号

平
成
八
年
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
四
号
（
東
京
都
非
常
勤
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る

金
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
八
万
一
千
二
百
九
十
円
」

を
「
八
万
五
千
四
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る

状
態
の
項
中
「
四
万
六
百
円
」
を
「
四
万
二
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後

の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係

る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
号

平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
四
号
（
東
京
都
建
築
基
準

法
施
行
細
則
に
よ
る
検
査
の
項
目
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
七
年
六
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
第
一
号
中
「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
六
条
の
二
の
二
第
三

項
」
に
改
め
、
同
第
二
号
中
「
建
築
設
備
等
（
昇
降
機
及
び
遊
戯
施

設
」
を
「
建
築
設
備
（
昇
降
機
」
に
改
め
る
。

第
二
中
「
第
十
三
条
第
六
項
」
を
「
第
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め

る
。別

表
一
の
部
⑴
の
款
換
気
方
式
等
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
又

は
こ
れ
に
類
す
る
方
法
（
以
下
「
目
視
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、

同
款
換
気
量
等
の
項
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
款
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
一
の
部
⑵
の
款
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
、
同
款

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
二
の
部
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
る
。

別
表
三
の
部
⑴
の
款
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
三
の
部
⑶
の
款
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
る
。

別
表
四
の
部
中
「
目
視
」
を
「
目
視
等
」
に
改
め
る
。

別
記
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
六

月
二
日

稲
城
市
大
字
矢

野
口
字
大
久
保

三
千
五
百
九
十

四
番
か
ら
三
千

五
百
九
十
六
番

ま
で
及
び
三
千

六
百
二
番
の
各

一
部

延
長六

四
・
八
〇

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

亀
戸
七
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
４
号
棟
）

江
東
区
亀
戸
七
丁
目
五
十
五
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
〇
戸

三
三
、
一
〇
〇
円

八
八
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

三
八
、
六
〇
〇
円

一
〇
二
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

四
五
、
六
〇
〇
円

一
二
一
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
四
、
九
〇
〇
円

一
四
六
、
一
〇
〇
円

亀
戸
七
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
５
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
六
戸

三
三
、
一
〇
〇
円

八
七
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

三
八
、
六
〇
〇
円

一
〇
二
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

四
五
、
八
〇
〇
円

一
二
一
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
五
、
六
〇
〇
円

一
二
一
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
四
、
九
〇
〇
円

一
四
五
、
三
〇
〇
円

亀
戸
七
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
６
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
六
戸

三
三
、
一
〇
〇
円

八
七
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

三
八
、
六
〇
〇
円

一
〇
二
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

四
五
、
八
〇
〇
円

一
二
一
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

四
五
、
六
〇
〇
円

一
二
〇
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
四
、
九
〇
〇
円

一
四
五
、
一
〇
〇
円

下
馬
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
６
号
棟
）

世
田
谷
区
下
馬
二
丁
目
三
十
一
番

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

三
三
、
一
〇
〇
円

一
〇
〇
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
八
、
七
〇
〇
円

一
一
七
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

四
五
、
八
〇
〇
円

一
三
七
、
三
〇
〇
円

下
馬
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１０
号
棟
）

世
田
谷
区
下
馬
二
丁
目
四
十
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
六
戸

三
三
、
一
〇
〇
円

一
〇
〇
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
八
、
七
〇
〇
円

一
一
七
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

四
五
、
八
〇
〇
円

一
三
八
、
七
〇
〇
円

下
馬
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１１
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
〇
戸

三
三
、
一
〇
〇
円

一
〇
〇
、
二
〇
〇
円
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
七
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
〇
戸

三
八
、
七
〇
〇
円

一
一
七
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

一
〇
戸

四
五
、
八
〇
〇
円

一
三
八
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

五
五
、
一
〇
〇
円

一
六
六
、
六
〇
〇
円

荒
川
七
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

荒
川
区
荒
川
七
丁
目
八
番

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
四
戸

二
八
、
九
〇
〇
円

八
一
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

七
二
戸

三
三
、
七
〇
〇
円

九
四
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

四
〇
、
一
〇
〇
円

一
一
二
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
九
、
九
〇
〇
円

一
一
二
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
八
、
〇
〇
〇
円

一
三
五
、
〇
〇
〇
円
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
五
号

次
の
駐
車
場
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九

年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
九
十
三
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

東
坂
下
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

板
橋
区
東
坂
下
二
丁
目

九
番

一
六
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
六
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

村
山
ア
パ
ー
ト
（
１１４１
〜

１１４６
）
駐
車
場

武
蔵
村
山
市
緑
が
丘
千

四
百
六
十
番
地

一
四
五
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
七
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

亀
戸
七
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

江
東
区
亀
戸
七
丁
目
五

十
五
番

一
二
区
画

荒
川
七
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

荒
川
区
荒
川
七
丁
目
八

番

五
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
八
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高

限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
併

せ
て
、
同
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
を
通
行

す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車

両
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名
及
び
指
定
区
間

別
表
の
と
お
り

二

指
定
期
日

令
和
七
年
七
月
一
日

三

通
行
方
法

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・

一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、
次
の
通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

㈠

走
行
位
置
の
指
定

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積

載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
車
線

か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接

す
る
施
設
等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み

出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空
障
害
物
に
接
触
し
な
い

よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。



令和7年6月30日（月曜日）東 京 都 公 報（第18336号） １４

㈡

後
方
警
戒
措
置

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危

険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦

寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー

ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色

の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
料
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料
で

「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇

所
に
掲
げ
る
こ
と
。

㈢

道
路
情
報
の
収
集

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が

あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
情
報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇

所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。

別
表

路

線

名

指

定

区

間

八
王
子
武
蔵
村
山

武
蔵
村
山
市
本
町
一
丁
目
八
十
六
番
地
先

か
ら
立
川
市
一
番
町
二
丁
目
十
九
番
地
先

ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
九
号

令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
五
号
（
東
京
都
道
路
占
用
規

則
に
よ
る
徴
収
単
価
）
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
限
り
廃
止
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
号

東
京
都
道
路
占
用
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
三
十

二
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
徴
収
単
価
を
別
表
の
と
お
り

定
め
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
徴
収

単
価
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
途
算
出
し
た
単

価
に
よ
る
。

な
お
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
掘
削
復
旧
面
積
又
は
掘
削
復

旧
延
長
を
確
認
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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附

記

一

掘
削
復
旧
工
事
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
占
用
工
事
要
綱
に
よ
る

こ
と
と
し
、
道
路
掘
削
復
旧
工
事
監
督
事
務
費
の
徴
収
対
象
範
囲

は
、
掘
削
部
分
及
び
Ｋ
ｄ
部
分
と
す
る
。

二

道
路
掘
削
復
旧
工
事
監
督
事
務
費
の
額
は
、
道
路
の
機
能
を
原

状
に
回
復
し
得
る
工
種
に
よ
り
、
掘
削
復
旧
面
積
、
掘
削
復
旧
延

長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
の
徴
収
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

な
お
、
掘
削
復
旧
面
積
は
、
小
数
点
以
下
を
切
り
捨
て
て
計
算

し
（
当
該
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
は
、
一
平
方
メ

ー
ト
ル
と
す
る
。
）
、
掘
削
復
旧
延
長
は
、
小
数
点
第
二
位
以
下

を
切
り
捨
て
て
計
算
す
る
。

三

徴
収
単
価
の
適
用
区
分
は
、
工
種
ご
と
に
定
め
る
単
位
に
よ
り

掘
削
復
旧
面
積
又
は
掘
削
復
旧
延
長
に
従
い
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

な
お
、
街
き
ょ
用
集
水
ま
す
、
Ｌ
形
側
溝
用
集
水
ま
す
、
Ｕ
形

側
溝
用
集
水
ま
す
及
び
歩
道
植
樹
帯
縁
石
（
端
部
）
の
徴
収
単
価

適
用
区
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
設
置
す
る
街
き
ょ
、
Ｌ
形
側
溝
、
Ｕ
形

側
溝
及
び
歩
道
植
樹
帯
縁
石
（
直
線
部
）
の
掘
削
復
旧
延
長
に
よ

る
。

Ａ

掘
削
復
旧
面
積
が
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
も
の
又
は
掘

削
復
旧
延
長
が
二
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
も
の

Ｂ

掘
削
復
旧
面
積
が
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百
平
方
メ

ー
ト
ル
ま
で
の
も
の
又
は
掘
削
復
旧
延
長
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
百
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
も
の

Ｃ

掘
削
復
旧
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は

掘
削
復
旧
延
長
が
五
百
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

四

掘
削
部
分
に
つ
い
て
、
工
種
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

各
工
種
ご
と
の
掘
削
復
旧
面
積
又
は
掘
削
復
旧
延
長
に
よ
る
も
の
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と
す
る
。

五

昼
夜
連
続
施
工
の
場
合
の
道
路
掘
削
復
旧
工
事
監
督
事
務
費
の

単
価
は
、
昼
間
単
価
に
夜
間
単
価
を
加
え
た
額
の
二
分
の
一
と
す

る
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
一
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
上
野
恩
賜
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
七
年
七
月
一

日
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
二
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
の
供
用
を
中
止
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

所
在
地

期
間

係
船

桟
橋

竹
芝
小

型
船
発

着
所
浮

桟
橋

浮
桟
橋
延
長
二

六
・
三
メ
ー
ト

ル
幅
六
・
〇
メ

ー
ト
ル
水
深

Ａ．

Ｐ．

()－
三

・
〇
メ
ー
ト
ル

港
区
海
岸

一
丁
目
五

十
八
番
地

先

令
和
七
年
七
月
一

日
か
ら
同
年
九
月

十
五
日
ま
で

連
絡
橋
延
長
一

四
・
五
メ
ー
ト

ル
幅
二
・
〇
メ

ー
ト
ル

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
三
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第

百
四
号
）
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
制
限
区
域
を
指

定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
際
埠
頭
施
設
に
お
け
る
制
限
区
域

記
号

名

称

位

置

㋒

東
京
港
内
港
地
区
晴

海
ふ
頭
旅
客
船
施
設

別
図
の
と
お
り

二

国
際
水
域
施
設
に
お
け
る
制
限
区
域

番
号

名

称

延

長

（
メ
ー

ト
ル
）

制
限
幅

（
メ
ー

ト
ル
）

位
置

③

東
京
港
内
港
地
区
晴

海
ふ
頭
前
面
泊
地

四
五
六

五
九

別
図

の
と

お
り

（
備
考
）

国
際
水
域
施
設
に
お
け
る
制
限
区
域
は
、
当
該
制
限

区
域
に
係
る
国
際
埠
頭
施
設
に
国
際
航
海
船
舶
が
係
留

さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
立
入
り
が
制
限
さ
れ
る

区
域
で
あ
る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
四
号

東
京
都
海
上
公
園
条
例
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
立
有
明
親
水
海
浜
公
園

の
区
域
及
び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

区
域

別
図
の
と
お
り

二

面
積

変
更
前

九
四
、
七
〇
〇
・
九
四
平
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

一
二
四
、
一
四
五
・
二
七
平
方
メ
ー
ト
ル

三

変
更
年
月
日

令
和
七
年
七
月
一
日



令和7年6月30日（月曜日）東 京 都 公 報（第18336号） ２０

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
三
〇
、
七
七
五

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
四
二
、
三
四
〇

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
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超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１８,２６８

中
央
区
選
挙
区

４９,４３４

港
区
選
挙
区

６９,２２３

新
宿
区
選
挙
区

９１,１９４

文
京
区
選
挙
区

６２,２３８

台
東
区
選
挙
区

５９,０１０

墨
田
区
選
挙
区

８０,０２４

江
東
区
選
挙
区

１３８,６４１

品
川
区
選
挙
区

１１４,６４１

目
黒
区
選
挙
区

７８,５７７

大
田
区
選
挙
区

１７０,４７２

世
田
谷
区
選
挙
区

１９５,７３５

渋
谷
区
選
挙
区

６４,３２５

中
野
区
選
挙
区

９４,５３０

杉
並
区
選
挙
区

１４７,９０７

豊
島
区
選
挙
区

７６,７７１

北
区
選
挙
区

９６,９６２

荒
川
区
選
挙
区

５７,６４４

板
橋
区
選
挙
区

１４６,０２８

練
馬
区
選
挙
区

１７０,２２５

足
立
区
選
挙
区

１６２,０７９

葛
飾
区
選
挙
区

１２７,７２１

江
戸
川
区
選
挙
区

１５９,４５７

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,２８２

立
川
市
選
挙
区

５１,８６５

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,３７１

三
鷹
市
選
挙
区

５２,８２８

青
梅
市
選
挙
区

３６,９６０

府
中
市
選
挙
区

７２,４３２

昭
島
市
選
挙
区

３１,９４２

町
田
市
選
挙
区

１２０,３１４

小
金
井
市
選
挙
区

３４,４８０

小
平
市
選
挙
区

５３,７９８

日
野
市
選
挙
区

５２,６３１

西
東
京
市
選
挙
区

５７,１４４

西
多
摩
選
挙
区

６７,８６１

南
多
摩
選
挙
区

６７,６３１

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,５８８

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５７,２４３

北
多
摩
第
三
選
挙
区

８９,９００

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,５０７

島
部
選
挙
区

６,５４６

規

則
（
公
）

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
７
年
６
月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１０号

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
４６年

１１月
３０日

東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
２
台
東
鳩
ケ
谷
線
の
項
中
「
台
東
鳩
ケ
谷
線
」
を
「
台
東

川
口
線
」
に
改
め
、
同
表
八
王
子
武
蔵
村
山
線
の
項
中

「八
王
子
市
大
和
田
町
四
丁
目
２９番

地
先
か

ら
昭
島
市
福
島
町
二
丁
目
３５番

地
先
ま
で

」 を

「八
王
子
市
大
和
田
町
四
丁
目
２９番

地
先
か

ら
昭
島
市
福
島
町
二
丁
目
３５番

地
先
ま
で

に
改
め
、
同
表
中

武
蔵
村
山
市
本
町
一
丁
目
８６番

地
先
か
ら

立
川
市
一
番
町
二
丁
目
１９番

地
先
ま
で

」

「特
別
区
道
荒

６６号
線

荒
川
区
南
千
住
三
丁
目
１９２番

１
地
先
か

ら
荒
川
区
南
千
住
四
丁
目
１３９番

５
地
先

ま
で

」 を

「特
別
区
道
荒

６６号
線

荒
川
区
南
千
住
三
丁
目
１９２番

１
地
先
か

ら
荒
川
区
南
千
住
四
丁
目
１３９番

５
地
先

ま
で

に
、

特
別
区
道
荒

３０２号
線

荒
川
区
南
千
住
八
丁
目
１８番

地
先
か
ら
荒

川
区
南
千
住
八
丁
目
１
番
１
地
先
ま
で

」

「国
立
市
道
南

第
３０号

線
１３

国
立
市
谷
保
六
丁
目
２６番

地
先
か
ら
国
立

市
谷
保
六
丁
目
２２番

地
先
ま
で

」 を

「国
立
市
道
南

第
３０号

線
１３

国
立
市
谷
保
六
丁
目
２６番

地
先
か
ら
国
立

市
谷
保
六
丁
目
２２番

地
先
ま
で



令和7年6月30日（月曜日）東 京 都 公 報（第18336号） ２２
主
要
市
道
第

４
号
線

武
蔵
村
山
市
伊
奈
平
二
丁
目
８１番

地
の
１

か
ら
武
蔵
村
山
市
伊
奈
平
二
丁
目
１００番

地
の
５
ま
で

」 に

改
め
る
。附
則

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東

京
都
道
路
交
通
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
２

に
掲
げ
る
道
路
を
通
行
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
の
新
規
則
第
２
条

の
３
及
び
同
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

公

告

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め

ら
れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

第
二
千
六
百
三
十
四
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
六
千
万
円

八
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
一

日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
六
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
五
百
八
十
五
万

七
千
六
百
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
八
十
七
万
六
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
七
月
十
四
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
三
十
五
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
五
千
万
円

二
百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
十
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
一

月
十
一
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
一
千
四
百
九

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
七
百
三
十
八
万

五
千
九
百
四
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
四
百
三
十
七

万
五
千
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
七
月
十
四
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
三
十
六
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

六
億
円

三
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
十
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
一

月
十
八
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
七
千
三
百
八

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

囲

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
三
千
八
百
五
十
八

万
九
千
九
百
八
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
四
百
六
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
七
月
十
四
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
三
十
七
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
五
千
万
円

二
百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
同
年
十

二
月
九
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
九
百
九
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
七
百
十
二
万
七

千
四
百
四
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
四
百
三
十
七

万
五
千
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
七
月
十
四
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
三
十
八
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
六
千
万
円

八
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
同
年

十
二
月
十
六
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
六
百
万
円



（第18336号）東 京 都 公 報令和7年6月30日（月曜日）２３
六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
六
百
二
十
万
九

千
六
百
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
五
十
五
万
八
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
七
月
十
四
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
三
十
九
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
六
千
万
円

八
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
十
二
月
三
日
か
ら
同
月
十
六

日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
六
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
五
百
七
十
万
二

千
七
百
二
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
八
十
七
万
六
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
七
月
十
四
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
四
十
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
六
千
万
円

八
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
八

年
一
月
十
三
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
六
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
五
百
八
十
五
万

七
千
六
百
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
八
十
七
万
六
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
七
月
十
四
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
四
十
一
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

十
四
億
円

七
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
令
和

八
年
一
月
二
十
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
六
億
四
千
九
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
八
千
九
百
七
十
九

万
二
千
八
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
二
千
六
百
十

四
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
七
月
十
四
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

株
式
会
社

Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ

Ｓ
ジ
ェ
イ

ク
エ
ス
ト

山
下

正
浩

中
央
区
新
川
一
丁
目

十
番
十
四
号

令
和
七
年
三
月

三
十
一
日

土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
清
瀬
市
中
清
戸
四
丁
目
土
地
区
画
整
理
事

業
の
施
行
者
か
ら
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

雑

報
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